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Ⅰ 計画の策定について 

 １ 策定の経緯・趣旨 

（１）はじめに 

    安全に安心して暮らすことは、県民すべての願いです。しかし、犯罪等＊１抑

止の努力が重ねられてきているにも関わらず、不幸にして犯罪等に巻き込まれ

る方は、跡を絶ちません。 

  犯罪等により被害を受けた方及びそのご家族又はご遺族（以下「犯罪被害者

等」という。）は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、財産を奪

われるといった直接的な被害に加え、周囲の偏見や心無い言動等による心身の

不調、経済的な損失等、いわゆる「二次被害」や、加害者からの更なる被害（以

下「再被害」という。）や再被害を受けるかもしれない恐怖、不安等に苦しめら

れます。 

    犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復、又は軽減し、生活を再建していく

ためには、様々な関係機関が連携し、犯罪被害者等の立場に立った適切な支援

を途切れることなく提供するとともに、県民や事業者など周囲の方々が、犯罪

被害者等の置かれている状況や支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者

等を支える社会を形成していくことが必要です。また、犯罪被害者等が県内ど

こにいても必要な支援を受けることができ、犯罪被害者等に寄り添った支援を

実施することが重要であると考えます。 

   ※犯罪等：犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。（条例第２条） 

 

（２）国の動き 

国においては、平成 16（2004）年に犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、

犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に、犯罪被害者等基本法（以

下「基本法」という。）が制定されました。基本法では、犯罪被害者等に対する

支援（以下「犯罪被害者等支援」という。）に関し、国、地方公共団体及び国民

の責務が明記されました。 

さらに平成 17（2005）年には、犯罪被害者等の権利利益の保護がより一層図

られる社会をめざして、犯罪被害者等基本計画が策定され、犯罪被害者等支援

の拡充が図られてきました。現在、第３次犯罪被害者等基本計画（平成 28（2016）

年度から 32（2020）年度）が示されています。 

 

（３）本県の動き 

県では、平成９（1997）年に人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現

をめざし、人権が尊重される三重をつくる条例を制定しました。この条例に基

づき、人権施策の基本となる方針（以下、「人権施策基本方針」という。）を定

めることとしており、平成 18（2006）年３月、第一次改訂時に人権施策基本方
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針の人権課題のための施策の一つとして「犯罪被害者等」が加えられ、犯罪被

害者等の人権擁護に関する啓発や権利保護の推進に向け、取り組んできました。 

一方で、平成 18（2006）年 9月には、基本法の趣旨に則り、三重県犯罪被害

者等支援施策連絡会議（現：三重県安全安心まちづくり・犯罪被害者等支援施

策連絡会議）を設置し、庁内関係各課との連携を図ってきました。 

さらに、犯罪被害者等支援施策市町担当者会議の開催を通して、市町との情

報共有を図り、協力して県内の犯罪被害者等支援の促進に努めてきました。 

また、平成 27（2015）年には、被害が潜在化しがちな性犯罪・性暴力被害に

遭った方からの相談や付き添い支援等を行うため、「みえ性暴力被害支援セン

ター よりこ」を設立したほか、平成 29（2017）年には、「犯罪のない安全で

安心な三重のまちづくり条例」に基づく「安全で安心な三重のまちづくりアク

ションプログラム」において、「犯罪被害者等支援」を重点テーマに設定し、取

組を進めてきました。 

しかし、平成 30（2018）年に県が犯罪被害者等を対象に実施した調査では、

犯罪被害者等が、支援に関する適切な情報提供を受けられていない、さまざま

な二次被害に苦しんでいるといった現状が明らかとなり、犯罪被害者等を取り

巻く社会的な環境は、依然厳しいことがわかりました。 

そのため、県では、平成 31（2019）年３月、犯罪被害者等が受けた被害の早

期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うとともに、

犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的に、三重県犯罪被害者

等支援条例（平成 31（2019）年三重県条例第３号。以下「条例」という。）を制

定しました。 

本計画は、本県における犯罪被害者等支援に関する基本方針及び具体的施策

について定めるものです。 

本計画策定にあたり、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」、そ

れに基づく「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム」は犯罪を

未然に防止する施策、「三重県犯罪被害者等支援条例」及びそれに基づく本計画

は、不幸にも犯罪が発生した後の施策として、両者を車の両輪のような関係で

安全で安心なまちづくりを進めていきます。 

 

２ 計画の性格 

本計画は、条例第９条の規定に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策（以下 

「犯罪被害者等支援施策」という。）を総合的かつ計画的に推進するため策定する 

ものです。 

本計画は、県の総合計画「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画」がめざす「幸 

福実感日本一」の実現に向けたひとつの施策となる「犯罪に強いまちづくり」の 
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２ 犯罪被害者等が置かれている状況 

 （１）直接的被害 

    犯罪被害者等は、平穏な日常生活を送る中、思いがけず犯罪被害に遭ったこ

とで、生命を奪われ、あるいは、家族等を失い、傷害を負い、財産を奪われる

といった直接的な被害を受けます。 

    さらに、加害者から再被害を受け、一層重大な被害を受ける場合もあります。 

 

（２）心身の不調 

犯罪被害者等は、事件により大きな精神的ショックを受けることで不眠や食 

欲不振、集中力の低下等の心身にさまざま不調が現れます。 

 また、加害者から再被害を受けるかもしれないという恐怖や不安に苦しめら 

れる場合もあります。 

これらにより、一時的に家事や育児、仕事といった事件前には当たり前にで 

   きていたことができなくなることがあります。 

場合によっては、一時的な精神反応にとどまらず、ＰＴＳＤ（心的外傷後ス 

トレス障害）等の疾患をきたすこともあります。 

  

 （３）生活上の問題 

けがの治療や精神的ケアのための医療費や裁判等のための弁護士費用、家事 

や育児が手につかなくなったことによる外食や託児サービスの利用増加など 

あらゆる面で支出が増加します。 

加えて、仕事上において、治療や捜査・裁判等のための欠勤が増加し、結果、 

休職や失職を余儀なくされることもあります。 

このように支出が増加する一方で収入が途絶し、経済的に困窮することも少 

なくありません。 

また、自宅が事件現場になった場合や再被害から逃れるために転居を必要と 

する場合があるほか、被害直後の平穏な日常生活を失い、心身ともに消耗して 

いる状態の中でも、行政手続きや司法手続きを自ら赴いて行うという大きな負 

担を抱えています。 

 

（４）周囲の人の言動等による精神的苦痛 

人から危害を加えられ、人間社会に対する信頼が揺らぐ中、周囲からの好奇 

の目、偏見や誤解による心無い言動や中傷、興味本位の質問、インターネット 

上のいわれなき書き込み、過剰な報道の取材などが大きな精神的苦痛となって 

います。 

周囲に不信を募らせ、社会から孤立することも多く、こうした被害後にお 

ける精神的被害も極めて深刻です。 
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 ３ 三重県における犯罪被害者等の実態等に関する調査結果 

（１）犯罪被害者等実態調査の概要 

    県では、条例を検討するにあたり、犯罪被害者等が置かれている状況や必要 

   な支援を把握するため、平成 30（2018）年６月 29 日から８月 31 日までの間、 

公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターに実際に相談を行っている犯 

罪被害者等を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

① 被害後の問題 

    ⅰ 経済面について 

      「収入が減り、生活が苦しくなった」、「事件に関連して、医療費、交通 

費、裁判費用などの負担が生じた」との質問に「あてはまる」、「ややあて 

はまる」と回答した方は、それぞれ 63％、67％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済面について （％）

全くあてはま
らない

あまりあて
はまらない

ややあては
まる

あてはまる 不明

① 収入が減り、生活が苦しくなった

区分

④ 裁判で損害賠償請求が認められたが、
賠償金が支払われていない

12 17 17 46 8

② 事件に関連して、医療費、交通費、裁
判費用などの負担が生じた

③ 事件がきっかけで退職・休職しなけれ
ばならなかった

33 0 8 46 13

25 0 21 46 8

58 0 4 17 21

回答者数 24名（対象者数 35名） 

内訳：犯罪被害者本人  10名 

   犯罪被害者の親族 14名（配偶者３名、親８名、子２名、兄妹１名） 



 

8 

 

 

ⅱ 生活面について 

「役所の手続きが分からず困った」との質問に「あてはまる」、「ややあ 

てはまる」と回答した方は、67％でした。また、自由記載では、「家事や育 

児ができなくなった」等と回答した方が多くみられました。 

 
 

 

ⅲ  心身の不調について 

「不眠、食欲減退などの症状が１ヵ月以上続いた」、「心身の不調のため、 

医療機関で治療を受けた」、「無力感に苛まれた」との質問に「あてはまる」、 

「ややあてはまる」と回答した方は、それぞれ 92％、62％、88％でした。 

また、この項目は、すべての質問に「あてはまる」と回答された割合が 

     他の質問項目に比べて高いという特徴がありました。 

 

 

 

 

生活面について （％）

全くあてはま
らない

あまりあて
はまらない

ややあては
まる

あてはまる 不明区分

① 家事、育児、介護などが出来なくなった

② マスコミの取材で生活に支障が出た

③ 転居しなければならなかった

④ 刑事手続きについて分からず困った

⑤ 民事裁判の手続きが分からず困った

⑥ 役所の手続きが分からず困った

29 4 21 25 21

42 21 12 12 13

58 9 0 29 4

29 12 13 29 17

25 8 17 37 13

17 8 25 42 8

心身の不調について （％）

全くあてはま
らない

あまりあて
はまらない

ややあては
まる

あてはまる 不明区分

② 心身の不調のため、医療機関で治療を
受けた

③ 無力感に苛まれた

17 8

① 不眠、食欲減退などの症状が1ヵ月以
上続いた

4 0 17 75 4

4 58 13

4 8 21 67 0
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ⅳ 人間関係について 

「人目が気になり、外出できなくなった」との質問に「あてはまる」、 

「ややあてはまる」と回答した方は、71％でした。また、自由記載では、 

「職場での嫌がらせや噂、悪口がひどかった」、「近所の方に心無い言葉を 

かけられた」といった二次被害についての回答がみられました。 

 

 

 

② 必要な支援 

     事件後に必要な支援については、「支援サービスに関する情報提供」が最 

も高く、続いて「専門家による精神的ケア」のニーズが高くなっていました。 

 

人間関係について （％）

全くあてはま
らない

あまりあて
はまらない

ややあては
まる

あてはまる 不明区分

① 事件後、家族関係が悪くなってしまった

② 人目が気になり、外出できなくなった

③ 噂をたてられたり、心ない言葉に傷つ
けられたりした

④ インターネット等で誹謗中傷をうけた

⑤ 相談できる人がいなかった

42 12 21 21 4

34 8 17 33 8

17 12 33 38 0

29 29 13 25 4

42 12 13 25 8

必要な支援において、回答の割合の高い上位12項目

当県調査

(%)

 支援サービスに関する情報提供 88 1位

 専門家による精神的ケア 83 2位

 支援団体の紹介・連携 75 3位

75 3位

 身近な人からの精神的な支え 75 3位

 相談窓口等に関する情報提供 71 6位

 病院へ行くときの付き添い 67 7位

67 7位

 警察へ行くときの付き添い 63 9位

 検察庁へ行くときの付き添い 63 9位

63 9位

 加害者に関する情報提供 63 9位

割合順位

 行政手続きの補助

 見舞金の給付

区分

 弁護士の紹介・連携
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Ⅲ 犯罪被害者等支援に関する基本方針について 

  条例第３条の基本理念に基づき、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進す

るため、次の３つの基本方針を掲げます。 

 

１ 犯罪被害者等の基本的人権を重んじ、犯罪被害者等の立場に立った適切な支

援が提供されること 

 どのような状況に置かれたとしても個人としての尊厳は、当然重んじられな

ければなりません。 

それにも関わらず、犯罪被害者等は、しばしば被害の責任が犯罪被害者自身

にあるかのように見なされたり、被害の実態を理解されなかったりして、社会

から孤立することも少なくありません。 

犯罪被害者等支援は、尊厳を重んじられるべき個人として、当然に保障され

る基本的人権の保護を図るためのものであり、支援者は、そのことを念頭に犯

罪被害者等の立場に立ち、支援を実施していく必要があります。 

また同時に、県民も犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援

の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮する

とともに犯罪被害者等支援施策に協力するなど、支援の輪を広げていく必要が

あります。 

 

 ２ 犯罪被害者等の個々の事情・置かれている状況などに応じた犯罪被害者等に 

寄り添った支援が提供されること 

    犯罪等の被害には、身体的被害、精神的被害、財産的被害といった被害の内

容や犯罪行為との関連性の強さなど被害の状況に差異があります。 

また、犯罪被害者等の年齢、性別、家族の有無、家庭の状況、経済的状況、 

就労・住居の状況、再被害及び二次被害を受けるおそれの有無など、犯罪被害 

者等が置かれている状況にも差異があります。 

犯罪被害者支援は、これら犯罪被害者等の具体的状況の差異に応じて、必要 

かつ有効な施策を適切に実施していく必要があります。 

 

３ 犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れなく提供され

ること 

  犯罪被害者等が、平穏な生活を回復するまでには、長い時間を要します。 

時間の経過や環境の変化、支援の効果等により、犯罪被害者等が、直面する

問題は変化し、それに伴い必要とされる支援も変化します。 

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の必要とする支援を途切れることなく受

けられるよう施策を実施していく必要があります。 
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Ⅴ 資料 

 １ 三重県犯罪被害者等推進計画用語集 

２ 三重県犯罪被害者等支援条例 

３ 犯罪被害者等基本法 

４ 「三重県犯罪被害者等支援条例（仮称）」制定にあたっての犯罪被害者等 

実態調査結果 

５ 相談窓口・総合的対応窓口一覧 

６ 三重県犯罪被害者等支援施策推進協議会名簿 

７ 三重県犯罪被害者等見舞金給付要領 

 

 


